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東京電力福島第一原発事故の影響で不通となっている

JR常磐線原ノ町駅～竜田駅間で、JR東日本が代行バス

の運行を開始しました。

午前6時50分の原ノ町駅始発便には、桜井勝延市長と

約30人の乗客が乗り込み、午前8時前に竜田駅に到着し

ました。

31１
土

●NEXCO東日本



被災自治体News

１２

「銘醸館 つるしびな飾り」は、2月1日から22日まで野馬追通り銘醸館の一番蔵で始まり、

市民から寄託された7段飾りのひな人形などが華やかに飾られています。

また、会場には、つるしびな教室の作品などが飾られており、ひと足早い春を告げています。
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7段飾りのおひな様

３２
火

鹿島小学校では、除染情報プラザによる放射線に関する出前授業を行いました。

５学年の授業では「食べ物の中に含まれる放射線」と題して、神戸学院大学の磯部久美先生

が福島県の食の安全性を伝えました。

磯部先生は、お店やスーパーに出ている食品は放射性物質の検査をしているので、安心して

食べて大丈夫なことや、自然の土から出ているきのこなどは検査をしていないので、食べるに

は注意が必要なことなどを、児童たちに丁寧に説明しました。

また、大人になったら福島を元気にする仕事や、みんなを健康にする仕事についてほしいと

エールを送りました。

磯部先生の分かりやすい説明

日

会場いっぱいに、つるし雛

真剣にメモを取る児童



被災自治体News

新たな発展へ （市長からのメッセージ）

2月1日ＨＰ更新

平成２７年の新年を迎えてから１か月が経ち、間もなく節分で立

春を迎えます。寒さも一段と厳しくなり、インフルエンザも流行してお

りますので市民の皆さんには健康にご留意願いたいと思います。

１月１１日に成人式を開催し、５３２人が参加しました。

式では新成人による力強い成人の誓いがあり、本市の将来を

頼もしく感じました。

今月には南相馬鹿島スマートインターチェンジの開始が予定されております。

３月１日には常磐自動車道が全線開通予定となっております。これまで以上に交通

アクセスが向上し、東京や仙台との時間・距離が短縮され、本市の復興に向けて大

きく前進するものと期待しております。

さて、東日本大震災と福島第一原発事故から４年になりますが、避難を余儀なくさ

れている皆さんは一刻も早い生活再建を心待ちにされていることと思います。

昨年、鹿島区に災害公営住宅建設を開始し、一部が完成しました。今年は原町

区大町地区内にも完成いたします。

また、防災集団移転事業の発注も全て完了し、住宅団地も形になってきました。

平成２７年は南相馬市の復興から発展へのスタートにするべく引き続き全力で取り

組んで参ります。

南相馬市長 桜井勝延

南相馬市からのお知らせ

問い合わせ 総務部 秘書課 ０２４４－２４－５２２１TEL
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南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数

【都道府県別】 2015.1.29現在 （南相馬市HPより）

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

福島県 5,020 群馬県 178 大阪府 29 長崎県 8 山口県 2

宮城県 1,830 長野県 82 京都府 24 熊本県 8 高知県 1

新潟県 740 山梨県 79 福井県 21 島根県 6 和歌山県 -

山形県 732 北海道 76 沖縄県 21 福岡県 5 徳島県 -

東京都 667 秋田県 70 青森県 17 三重県 3 鳥取県 -

茨城県 631 岩手県 60 岐阜県 12 奈良県 3 宮崎県 -

埼玉県 583 静岡県 58 岡山県 12 香川県 3 鹿児島県 -

栃木県 461 愛知県 45 滋賀県 11 愛媛県 3 海外 11

千葉県 417 兵庫県 38 広島県 10 佐賀県 3 合 計 12,397

神奈川県 373 石川県 33 富山県 8 大分県 3 (1/22 12,436)

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

相馬市 1,296 喜多方市 55 棚倉町 18 北塩原村 5 合 計 5,020

福島市 1,295 本宮市 33 会津美里町 16 玉川村 5

いわき市 642 会津坂下町 31 西会津町 13 泉崎村 4

郡山市 508 西郷村 28 田村市 12 広野町 3

会津若松市 265 南会津町 26 磐梯町 9 天栄村 2

新地町 250 川俣町 25 金山町 7 鮫川村 2

二本松市 120 鏡石町 20 矢吹町 6 浅川町 2

伊達市 110 三春町 20 矢祭町 6 小野町 2

須賀川市 92 猪苗代町 19 古殿町 6 国見町 1

白河市 62 桑折町 18 下郷町 5 石川町 1

71,561人平成23年3月11日現在の人口

3,566人市内転居

11,927人

26人

8,223人

3,678人

12,397人

(7,377人)

12,397人

47,237人

4,874人

3,752人

35,045人

計

所在不明

転出

死亡（震災以外の死亡含む）

その他

計

（うち福島県外）

市外の知人宅や借上げ住宅等

市外避難者

計

市内の仮設住宅

市内の知人宅や借上げ住宅等

自宅居住

市内居住者

53,568人71,561人計

39,798人47,116人原町区

13,770人11,603人鹿島区

－12,842人小高区

平成27年
1月29日現在の

居住者数

平成23年
3月11日現在の

人口

※3月11日以降の転入者及び他市町村からの
避難者を含むため、避難の状況の市内居住
者数と合計の数が異なります。
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平成２７年度（平成２６年分）市民税・県民税 申告相談会を開催します

2月2日ＨＰ更新
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申告が必要な方

平成２７年１月１日現在、市内に住所がある方で、次のいずれかに該当する方

商品小売、保険外交などの事業による所得や、農業、地代・家賃、配当などの所得があっ

た方

給与所得以外に各種所得があった方（小売業、保険外交、農業、不動産、配当など）

２カ所以上から給与の受け取りがあった方

給与所得のみで勤務先から南相馬市へ給与支払報告書が提出されていない方

給与所得のみで勤務先で年末調整を受けていない方（年の途中で退職した、給与が日払

いであるなど）

東京電力から、就労不能補償や事業所得の減収分に対する賠償金の支払いを受けてい

る方

平成２６年中に収入がなかった方

各種証明の発行、福祉関係の手続きのために申告が必要となります。

公的年金所得者

公的年金の収入金額が４００万円以下で、かつ、公的年金以外の所得金額が２０万円以下で

ある方は、所得税の確定申告の提出は不要です。

※ 所得税の還付申告を受ける場合は、確定申告書を提出することになります。

※ ただし、次の方は市民税・県民税の申告が必要となります。

市民税・県民税において、各種控除の適用を受ける方

公的年金以外の所得がある方

申告の必要がない方

所得税の確定申告をした方、または確定申告をする予定の方

収入が給与所得のみで、勤務先で年末調整した方

収入が公的年金のみの方で、各種所得控除を受けない方

申告に必要なもの

印鑑、筆記用具、電卓、郵送された市民税・県民税申告書（申告書がない場合は、申告会

場に用意しています。）

給与・公的年金等の源泉徴収票や給与明細など、平成２６年中の収入が分かる書類

営業、農業、不動産所得のある方は、収支の分かるものや帳簿類

次ページへ続きます



被災自治体News
平成２６年中に支払った生命保険料・地震保険料の控除証明書、医療費などの領収書

平成２６年中に支払った国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料や国民年

金保険料などの領収書や市発行の「社会保険料控除対象額のお知らせ」

寄附金控除を受ける方は、寄附先が発行する寄附金受領証明書

障害者控除を受ける方は、障害者手帳や福祉事務所発行の障害者控除対象者認定書

東京電力から就労不能補償や事業所得の減収分に対する賠償金の支払いを受けている

場合は、その明細書や賠償金額の分かるもの

申告相談会の日程

申告会場に来られない方へ

市外に避難しているなどの理由で申告相談会場へ来られない場合は、郵送で申告書を提出

してください。添付する資料や書き方は下表のとおりです。

※添付する資料がある場合は、のり付けせずに、同封してください。

鹿島農村環境改善センター
「万葉ふれあいセンター」 【大会議室】
（住所：南相馬市鹿島区寺内字迎田22）

3／2（月）～3／16（月）
※土・日曜日を除く
※夜間申告相談会開催日
3/4（水）・3/11（水）

○午前の部
午前9時～午前11時
○午後の部
午後1時～午後4時

※夜間申告相談
(水曜日のみ)
午後5時30分～午後8時

原町生涯学習センター
「サンライフ南相馬」 【集会室】
（住所：南相馬市原町区小川町322-1）

2／9（月）～2／26（木）
※土・日曜日、祝日を除く
※夜間申告相談会開催日
2/18（水）・2/25（水）

受付時間場所期間

○申告書おもて面余白に「確定申告書提出」と記入し、提出してください。確定申告書を提出
する方

○申告書うら面の「1．所得のなかった方の記入欄」の該当する項目に記入し、提出
してください。

収入のなかった方

○社会保険料等、生命保険料、地震保険料、医療費控除、寄附金税額控除を受け
るための証明書または領収書のコピーを添付してください。

各種控除の申告を
される方

○申告書うら面「3又は4．所得の内訳」欄に明細を記入し、おもて面に転記してくだ
さい。農業の場合は、別紙「収支内訳書（農業所得用）」に明細を記入し、添付してく
ださい。

営業・農業・不動産
収入のあった方

○源泉徴収票のコピーを添付してください。給与・公的年金
収入のあった方

問い合わせ 総務部 税務課 ０２４４－２４－５２２６TEL
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被災自治体News

南相馬鹿島スマートインターチェンジの開通について

1月30日ＨＰ更新

問い合わせ 経済部 サービスエリア利活用推進課 ０２４４－２４－５３０１TEL

常磐自動車道 南相馬鹿島スマートＩＣが、２月２１日（土）に開通します。

南相馬鹿島スマートICは、仙台方面や水戸・いわき方面がともに乗り降りできるスマートICで、

ETC車載器を搭載した全ての車種が利用できます。

ただし、このスマートICは無料措置対象外ですので、ご注意ください。

営業開始日時

２月２１日（土）午後３時

設置個所

常磐自動車道 南相馬IC～相馬IC間、南相馬鹿島サービスエリア（SA）

（南相馬市鹿島区浮田）

スマートIC利用時間

午前６時～午後１０時

スマートIC利用可能車種

ETC車載器を搭載した全車種

※利用にあたっては、ETC車載器にETCカードを挿入してください。
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南相馬市鎮魂復興市民植樹祭を開催します

1月31日ＨＰ更新

問い合わせ 市民生活部 生活環境課 ０２４４－２４－５２３１TEL

東日本大震災で犠牲となった人々を慰霊し、震災の経験や教訓をいつまでも忘れず後世に

継承するとともに、津波を緩衝するための「いのちを守る緑の防災林」をつくります。

この防災林には、市民の思いや祈りを込めて南相馬の木々を植樹し、「鎮魂の森」を築きま

す。

どなたでも植樹できますので、多くのみなさまの参加をお待ちしています。

とき

３月２９日（日）※雨天決行・荒天中止

午前１０時３０分開会（午前９時３０分受付開始）

ところ

南相馬市原町区萱浜字長沼地内

（海岸防災林萱浜工区内）

内容

植物生態学者 宮脇昭氏の指導による植樹、イベント、アトラクション、物産販売など

服装

汚れてもよい動きやすい服装・運動靴（または長靴）、帽子

持ち物

飲み物、軍手、ハンドシャベル、タオル、雨具（かっぱ）など

申込方法

申込書に必要事項を記入の上、持参・FAX・郵送・電子メールにてお申し込みください。

【申込先】

南相馬市生活環境課

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

seikatsukankyo@city.minamisoma.lg.jpE-mail
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浪江町からのお知らせ

タブレット端末配布事業について

1月29日ＨＰ更新

次ページへ続きます

福島県（相馬市・南相馬市・県南・会津）3月13日

福島県（福島市・伊達市）3月6日

福島県（郡山市の一部・二本松市の一部）2月27日

福島県（いわき市の一部・郡山市の一部）2月20日

沖縄県、宮崎県、熊本県、佐賀県、山梨県、神奈川県、静岡県、大分県、長崎県、東京都、
福岡県、福島県（本宮市・いわき市の一部）

2月13日

茨城県、岩手県、宮城県、群馬県、埼玉県、山形県、秋田県、青森県、栃木県、北海道2月6日

愛知県、愛媛県、岡山県、岐阜県、京都府、広島県、香川県、高知県、三重県、滋賀県、石川県、
大阪府、島根県、奈良県、富山県、福井県、兵庫県、新潟県、長野県、千葉県

1月30日

配布地域発送日

浪江町では、町からの情報発信の強化、町民の皆さん同士の絆の維持および生活の質の向

上を目的に、ご希望の町民世帯にタブレット端末を配布します。

配布対象

平成２３年３月１１日時点で浪江町に住民登録があった方が対象です。 原則として、ご希望

の世帯には全て配布します。

配布機種

ASUS Pad TF303CLという機種です。OSはAndroidです。

配布スケジュール（宅配便で送ります）

町民約１０,０００世帯のうち、申し込みのあった約５,０００世帯に対し、３月末までに順次配布

します。

※ただし、平成２６年１２月８日以降に申し込んだ方は、上記日程より配布が遅れる可能性が

あります。

新潟県での講習会

２月１４日（土） 午後２時～５時

柏崎市市民プラザ学習室201・202（柏崎市東本町1－3－24）

【タブレットの操作がわからないときは】

浪江町タブレット サポートセンター

０８００－９１９－３２８７ （平日午前９時～午後５時１５分）
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問い合わせ 復興推進課 情報統計係 ０２４３－６２－４７３１TEL

よくある質問と答え

Ｑ 配布が始まってしまいましたが、いまから申し込みできますか？

まだ受け付けていますが、なるべく早めにお申し込みください。ただし、配布時期は

４月以降になる可能性があります。

Ｑ 申し込みした後に引っ越したのですが、引っ越し先に届けてくれますか？

早急に避難先の変更を提出してください。電話でも変更可能です。

Ｑ タブレットの利用に通信費や手数料はかかりますか？

町民の方は通信費を払う必要はありません。国の補助金を利用しますので、町の財政

負担もありません。また、配布時に標準装備されているサービスを利用するための手数

料等の負担もありません。

Ｑ タブレットが配布されると、広報なみえやフォトビジョンはどうなりますか？

タブレットの配布後も、広報なみえは発行を続けます。ただし、毎月１５日のお知ら

せ版は形態を変更する可能性があります。

フォトビジョン（電子掲示板）は、タブレットにも同様の機能がついていますので、

将来的にサービスを停止する予定です。情報が届かなくならないよう、ぜひタブレット

をお申し込みください。

Ｑ もらったタブレットは、いずれ返却する必要がありますか？

タブレット端末は町から貸し出しするものです。現時点では、避難指示解除の想定時

期（平成２９年３月）までお使いいただけます。

Ｑ タブレットを壊してしまったら、修理代はかかりますか？

自然に発生した故障については、修理代はかかりませんが、使用者の不注意による故

障については、原則として修理代を負担していただくことになります。

Ｑ 浪江町専用アプリ以外に、他のアプリも使えますか？

原則として、市販のタブレットと同様にお使いいただけます。
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東日本大震災浪江町四周年追悼式の開催について

1月30日ＨＰ更新

平成２３年３月１１日午後２時４６分、震度６強の地震、そして沿岸部を襲った大津波により、

浪江町の死者・行方不明者は１８４人にのぼり、６００棟以上の家屋等が流失するなどの甚大な

被害を受けました。

お亡くなりになった方々のご冥福と、行方不明者の方々が一日も早くご家族のもとへ帰られ

ることをお祈りし、町主催による追悼式を執り行います。

日時

３月１１日（水） 午後１時～

会場

総合葬祭ほうりん （福島県二本松市上竹2丁目286-1）

問い合わせ 介護福祉課 福祉係 ０２４３－６２－４７３７TEL

双葉町からのお知らせ

帰還困難区域での拠点除染が始まります

2月3日ＨＰ更新

環境省では、双葉町の帰還困難区域内で拠点的な施設等を対象に除染等工事を行います。

これは双葉町の復興のために必要な施設の除染を行うもので、帰還困難区域でも比較的線

量の低い双葉中学校や双葉高校、双葉町コミュニティセンターなどの公的施設、国道２８８号

や県道、携帯電話基地局などを対象に今年の夏頃まで工事を行います。

除染工事では、除染対象施設の放射線量測定を行った後、学校施設ではグラウンドなどの

除草や土の削り取り、壁面の拭き取り、屋上の高圧水洗浄、道路では路面を削り取るブラストと

言われる工事を主に実施するほか、側溝やガードレール、道路の両脇の除草や堆積物の除

去等の除染を行います。

また、併せて除染により生じる土壌等を保管する仮置場も造成します。

双葉町の復興拠点となる公的施設や道路の除染により、

復興の準備を進めるとともに、一時立入りなどで町内に入る

町民の皆さまの安全に貢献していきます。

拠点除染位置図を
添付しました。

※双葉町の世帯のみ

問い合わせ
環境省福島環境再生事務所 県中県南支所

０２４－９８３－０７０９TEL
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所得税の確定申告の期限延長措置の解除について

2月2日ＨＰ更新

問い合わせ 相馬税務署 ０２４４－３６－３１１１

大熊町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.19312

このたび、震災以降続いていた平成２２～２５年分の確定申告の期限延長措置が解除され、

確定申告をする方は平成２７年３月３１日(火)までに手続きをする必要があります。

期限直前は混雑が予想されますので、相馬税務署(電話:０２４４－３６－３１１１)または最寄り

の税務署まで電話等により事前予約の上、早めの相談をおすすめします。

なお、上記期限までに確定申告が困難な場合には、相馬税務署または最寄りの税務署にご

相談ください。

※ 東京電力からの賠償金のうち課税対象となるもの(給与等の就労不能損害や営業等の逸失

利益)を受けている場合は、所得税の確定申告が必要となる場合があります。

また、東日本大震災に対する雑損控除を受ける場合は確定申告が必要となりますので、まず

は相馬税務署または最寄りの税務署にご相談ください。

確定申告の期限

平成２６年分 → 平成２７年３月１６日(月)

平成２２～２５年分 → 平成２７年３月３１日(火)

となっておりますので、お間違えのないようご注意ください。

インターネットを利用した確定申告書の作成について

直接税務署等に出向かなくても、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用

することで、自宅で確定申告書等を作成できます。

作成した確定申告書等のデータは、印刷して税務署へ郵送等で提出することができます。

また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用することで確定申告書等のデータを税務

署に送信することもできます。

e-Taxのご利用の際は電子証明書やICカードリーダ等の準備が必要となりますので、事前に

国税庁ホームページで利用環境等をご確認ください。

町県民税申告書の送付について

確定申告を必要としない方につきましても、町県民税の申告は必要となる場合があります。

２月上旬に町県民税申告書を別途郵送しますので、内容を確認した上で、必要な方は提出

をお願いします。

※ 町県民税申告書を提出しても、確定申告書を提出したことにはなりませんのでご注意くだ

さい。確定申告が必要な方は、相馬税務署または最寄りの税務署にご相談ください。

TEL
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福島第一原子力発電所２０km圏内の測定結果について

2月2日ＨＰ更新

№ 住所(測定位置) 
空間線量率(μSv/h)

線量計
11/27 12/4 12/11 12/18 12/25 1/8 1/15 1/22 1/29

23 夫沢 西北西約2.3km 7.7 7.5 7.6 7.5 7.5 7.3 7.4 7.5 7.7 NaI

25 野上 西約14km 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 0.9 NaI

26 野上 西約11km 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 NaI

29 夫沢 西約2.4km 10.5 10.7 11.0 10.8 10.6 10.4 9.2 8.8 9.3 IC

30 夫沢 西約2.6km 10.0 10.1 10.1 10.1 10.3 9.9 10.1 10.0 10.3 NaI

34 大川原 西南西約7.5km 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 NaI

35 野上 西南西約6.6km 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.6 4.7 4.5 4.9 NaI

36 下野上 西南西約4.8km 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.3 3.2 3.4 NaI

37 夫沢 西南西約3.0km 27.9 26.0 27.0 26.6 26.1 26.3 27.0 25.6 26.4 IC

38 小入野 西南西約3.7km 3.3 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 NaI

47 熊川 南南西約3.7km 17.0 16.4 17.4 17.4 17.7 17.0 17.6 16.5 17.7 NaI

50 熊川 南約4.0km 8.1 7.7 7.9 8.0 8.3 7.9 7.8 7.5 8.0 NaI

線量計の種類 NaI : NaI（ヨウ化ナトリウム）シンチレータによる値 ／ IC : 電離箱による値

測定実施者：電力会社

問い合わせ 原子力規制庁 監視情報課 ０３－５１１４－２１２５TEL
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大熊町東日本大震災犠牲者合同追悼式を行います

2月4日ＨＰ更新

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により亡くなられた方、それ以降避難中に亡く

なられた方々を追悼するとともに、復興に向けた誓いを新たにするため、追悼式を開催します。

日時・会場

３月１１日(水) 午後２時３０分～

神保セレモニーホール天恵苑 (会津若松市扇町38番地)

対象

平成２３年３月１１日以降に亡くなられた方のご遺族

※災害弔慰金認定者のご遺族には個別に案内通知を発送します。

上記以外の方で参列いただけるご遺族は、お手数でも２月２３日(月)までにご連絡ください。

内容

黙とう、町長式辞、追悼の言葉、献花など

問い合わせ 福祉課 福祉係 ０１２０－２６－３８４４（代）
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おめでとう新成人 -大熊町成人式-
平成27年大熊町成人式が、1月11日(日)、いわき市のいわきワシントンホテル椿山

荘で行われました。今年の新成人124人のうち100人が出席し、色鮮やかな晴れ着や

真新しいスーツ姿で晴れの日を迎えました。

今年は初めて、いわき市で開催しました。式では渡辺利綱町長が「町は今も、長い

年月を必要とする数多くの問題に直面しています。一つ一つを解決するためには、松

下幸之助の言葉にもある通り、強い熱意と高い希望を持ち続けることが大事です。皆

さんにはこれからの社会で活躍することを大いに期待します」と式辞を述べ、川本菜

摘さんに成人証書を手渡しました。千葉幸生町議会議長、元大熊中教頭の早川良一さ

んが祝辞を贈りました。

新成人を代表して小田諒太さんが「心の古里である大熊町で喜びを分かち合えない

ことに深い悲しみを感じますが、すでに私たちは未来へと歩み始めています。現状を

よくしようとする方の尽力があって今があります。次は私たちの番。仲間と共に築い

ていく未来を、どうか温かく見守ってください」と謝辞を述べました。

引き続き開かれた懇親会では、旧友との再会を懐かしみ、古里での思い出話に花を

咲かせました。記念写真を撮影したり連絡先を交換し合ったりして、旧交を温めてい

ました。
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常磐自動車道
南相馬鹿島ＳＡおよびならはＰＡの開業について

NEXCO東日本東北支社は、常磐自動車道南相馬IC～相馬IC間で整備を進めていた「南相馬鹿

島SA」および広野IC～常磐富岡IC間で整備を進めていた「ならはPA」の開業についてお知らせしま

す。

南相馬鹿島SA

■開業日時

２月２１日（土） 午後３時

■設置区間

常磐自動車道 南相馬IC～相馬IC間

■施設概要

ガソリンスタンド（２４時間営業）、トイレおよび自動販売機（飲用）

※レストランなどの営業施設はありません。

■駐車台数

上り線：小型車３０台、大型車２０台、トレーラー２台

下り線：小型車３０台、大型車２０台、トレーラー２台

ならはPA

■開業日時

３月１日（日） 午後３時

■設置区間

常磐自動車道 広野IC～常磐富岡IC間

■施設概要

トイレおよび自動販売機（飲用）

※レストランなどの営業施設はありません。

■駐車台数

上り線：小型車１２台、大型車１１台、トレーラー２台

下り線：小型車１１台、大型車１１台、トレーラー２台

平成27年1月30日

ＮＥＸＣＯ東日本 お客さまセンター
０５７０－０２４－０２４ （ナビダイヤル）（24時間）
０３－５３３８－７５２４ （PHS、IP電話のお客さま）

問い合わせ
TEL

TEL

ならはPA（上り線）

南相馬鹿島SA
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市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232 浪江町:平石高田第二工業団地内

（二本松市北トロミ573番地）

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）
大熊町:会津若松市役所追手町第二庁舎内

（会津若松市追手町2番41号）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0246-84-5200

大熊町 0120-26-3844

富岡町 0120-33-6466

川内村 0240-38-2111

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

63

5

1

1

2

1

4

8

1

5

35

世帯数

141

12

4

3

2

1

8

20

2

8

81

人数市町村名

南相馬市小高区

南相馬市原町区

南相馬市鹿島区

浪江町

双葉町

大熊町

富岡町

川内村

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数 ( 2015.2.4 現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

２月の『ひばり』

問い合わせ ０２５６－３３－８６５０

ｈｉｂａｒｉ_ｓａｎｊｏ_ｎｙｈ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ

[開館時間] 午前９時３０分～午後３時

TEL

E-mail交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）
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ひばり

午後休み

ひばり休み
浜通り配布

ひばり
茶話会

ひばり休み

２１日２０日１９日１８日１７日１６日１５日

ひばり休み
浜通り配布

建国記念の日

版画教室ひばり休み

１４日１３日１２日１１日１０日９日８日

ひばり休み
浜通り配布

７日６日５日
★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

家に閉じこもりがちな季節、気軽に参加ください。

土金木水火月日


